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日時：７月２４日（月） 
午後７：００開始 

会場：支部事務所『３階会議室』 

定員：２０名 

建設業における労働災害について、墜

転落事故が依然４割を占めています。 

 2019 年には高さ 6.75ｍ以上では、フ

ルハーネスは原則化されました。今回、

さらに、足場についても、本足場を原則

とすることになりました。 

 建設ユニオン東多摩支部管轄の立川

労働基準監督署内の事故調査結果も踏

まえ、法改正について説明します。 

 また、これから気を付けなければなら

ない熱中症についても話をします。 

 さらに、石綿事前調査が 10 月 1 日か

ら、石綿含有建材調査者講習受講者しか

できなくなることから、行政がどう動く

か、気になります。分かる範囲で説明し

ます。 

  

～ 内 容 ～ 

１．足場に関わる法改正について 

２．熱中症について 

１、２とも講師は 

建設ユニオン東多摩支部講師団 

３．立川労働基準監督署内での労災事故

の状況について    

４．石綿事前調査の府中市や調布市、国分

寺市、三鷹市、狛江市、稲城市等の対

応  ３、４とも説明は書記局 

５．現場団体総合保険のご案内 

  日商保険ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 三浦起世光氏 

≪質疑応答≫ 

午後９時終了予定 

建設ユニオン東多摩支部 労働安全対策部 

〒183-0005 府中市若松町２－３－２８ 

TEL 042-354-8055   FAX 042-354-8056 



≪会場：建設ユニオン東多摩支部≫    2023 労働安全講習会申込書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名  地 区  

住 所  

携 帯 電 話  職 種  

備 考 

※会社で参加する場合は、会社名と人数をご記入ください。 

FAX：042-354-8056 

 

 


